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まちづくりの新展開－マンションと地域のまちづくり－

住宅を取り戻してきた中央区のまちづくり
―「人」を「まち」に残すために―

中央区都市整備部地域整備課 課長 栗村 一彰

40 年余に及ぶ東京都中央区におけるまちづくりは、夜間人口減少に対応するための人口回復策とし

て「住み続け、働き続けることができるまちづくり」をテーマに掲げ、区内全域が都市再開発の対象と

なることが指摘された「中央区再開発基本構想」の考え方に則って取り組んできた。「大川端リバーシ

ティ 21」開発の推進による住宅開発を皮切りにして、区独自に住宅建設の開発指導を行う「中央区市街

地開発事業指導要綱」の制定や、地域の特性に応じて区分した「まちづくり協議会」による地元との協

議体制の構築、晴海における市街地再開発事業の支援の中で創設した「居住継続支援事業制度」に始ま

る地区内住民への支援と開発計画に対する地元協議の仕組み、そして区内地権者の個別建替えを促進さ

せるため、地域特性に合わせた建築ルールである街並み誘導型をベースとした地区計画の区内への全面

的指定などにより、社会情勢に合わせながら区民をまちに残す施策を展開している。

はじめに

東京都中央区は面積約 10km2の東京 23 区

中2番目に小さな都市自治体であるが、東京

駅の東側に位置し、江戸五街道の基点で老舗

が建ち並ぶ日本橋、日本有数の商業街である

銀座、日本の食文化を継承する築地など、江

戸時代から商人のまちとして栄え、その後も

日本の文化・商業・情報の中心地として発展

してきた。

都会の華やかなイメージの一方で、本区は

長期にわたって夜間人口の減少問題に直面

し、住機能の充実をめざしたまちづくりに取

り組んできた。本稿ではその歴史を振り返

り、どのような背景の中で、何に着目してき

たのかを考察していきたい。本区のまちづく

りにおける一貫したテーマは、「住み続け、働

き続けることができるまちづくり」である。

個々の取組みは、事業の推進や独自のルール

作りなど様々であるが、敷地が狭く高密度な

都心であれど、どうすれば区民に住み続けて

もらえるかを考え、対応し続けた積み重ね

が、今日の中央区のまちなみを形成している

ことをお伝えできれば幸いである。

都市とガバナンス Vol.32

住宅を取り戻してきた中央区のまちづくり―「人」を「まち」に残すために―

121

シリーズ

19-07-428　107_3-3_シリーズ-砂原庸介.mcd  Page 14 19/10/16 15:10  v5.51

う。望ましい管理を行っている分譲マンショ

ンが高い資産価値を持つという状況が生まれ

なければ，健全な中古住宅市場の発達は難し

い。望ましい管理を把握する方法は容易では

ないが，本稿の分析結果は，総会への出席率

のようなソーシャル・キャピタルに関連する

と考えられる指標が一定の意味を持つことを

示唆している。ただし，そのような指標を理

解するにあたっても，賃貸戸数や空室戸数，

滞納戸数といった分譲マンションの運営の

「結果」に見える変数が内生性を持ち，管理

組合の意図や能力に影響を与える可能性があ

ることには注意が必要である。この点を踏ま

えて管理組合の機能について評価していくた

めには，政府がデータを継続的に収集し，原

因と結果を識別できるような方法での分析を

進めていくことが求められる。そのうえで，

必要なタイミングを計って管理組合の運営を

支援するような施策も求められることがある

だろう。

〔付記〕本研究は JSPS科研費 16K03470 の

助成を受けたものである。また、「マンショ

ン総合調査」については国土交通省から個票

の提供を受けた。記して感謝したい。
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1 戦後経済成長に伴う人口減少とそれへの

対応

（1）65 年前から始まっていた夜間人口の減

少問題

本区は 1947 年に誕生した特別地方公共団

体であるが、スタートからわずか7年後の

1954 年から夜間人口の流出超過が始まり、流

入超過に転じた 1997 年に至るまで 40 余年の

長期にわたりこの問題に悩まされ続けてき

た。

図1 中央区における人口の推移

出典：中央区

この現象の経緯であるが、東京の都心部で

あること、また関東大震災を受けて行われた

震災復興区画整理によって、幹線道路から生

活道路に至るまでのまちの骨格が既に整って

いたことから、戦後すぐに建物が建ち並び、

戦前の賑わいが戻った。ところがその後、高

度経済成長期に入ると、それを牽引する各企

業が中枢管理機能として都心の立地を求めた

ため、住宅や（住宅を兼ねた）店舗、作業場

などが次々とオフィスビルに建替えられて

いった。その際、住宅は区外に移転してしま

う場合が多く、昼間人口の増大に伴って夜間

人口が減少することとなった。

（2）中央区の地域構造

オフィス街化は、交通利便性の観点から東

京駅周辺の区で第1ゾーンと呼んでいる、本

区を南北に貫通する首都高速道路都心環状

線・上野線以西、日本橋や八重洲、京橋エリ

アを中心にして行われ、ほぼ夜間人口がいな

い状況になっている。一方、首都高速と隅田

川とに挟まれた第2ゾーンは、築地や八丁

堀、横山町・馬喰町など、水産や衣料・繊維

品などの卸売業、印刷業などの地域産業機能

と居住機能とが混在しているが、社会構造等

の変化に伴い今後の土地利用転換の可能性が

あるエリアである。隅田川以西の大部分が埋

立地である佃・月島・勝どき、晴海などの第

3ゾーンは、路地沿いに高密度に立地する木

造住宅（多くが長屋）と工場・倉庫とが用途

を区分して立地しているが、工場・倉庫は近

年、その多くが高層住宅に用途転換されてい

る状況である。（特に佃と晴海は後に詳述す

る。）

図2 ゾーン別のまちづくり方針

出典：中央区

（3）中央区再開発基本構想を契機とするま

ちづくりの始まり

本区にまちづくり関連部署が設置されたの
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は、区の設立から 25 年余りが経過した 1973

年のことである。これは前年の 1972 年に、

池田弥三郎慶大教授を会長として組織した審

議会において、「中央区再開発基本構想に関

する答申」（以下、「答申」という。）がまとめ

られたことが契機となった。区は、前述のと

おり、昼間人口が増大し続ける一方での夜間

人口の減少が引き起こす、地域社会の健全な

発達維持に対する大きな阻害の解消を求め

て、再開発基本構想の策定を審議会に諮問

し、実際的な対策に着手したのである。

答申においては、東京湾岸道路や箱崎シ

ティエアターミナルの建設、地下鉄の延伸に

よって、本区が当時始まりつつあった東京湾

の臨海開発エリアとの結節点、国際都市東京

の交通の要となっていく一方で、既に都市と

して基盤も含め概成されてしまっていること

から、区内全域が都市再開発の対象となるこ

とが指摘された。再開発は、①適正人口の実

現、②生活環境の改善、③地域社会の組織化、

④地域産業の振興の4つを目標に、教育施設

を拠点とするコミュニティ開発プロジェクト

と、区の経済基盤確保を目指した東日本橋や

築地、箱崎、銀座などの地区別再開発プロ

ジェクトが提案された。加えて、隅田川沿岸

部に存在していた倉庫、工場などの大規模施

設の土地利用転換を核とした再開発を連担さ

せることにより、その周辺地域の再開発の誘

発を目指した「大川端作戦」が特記として提

唱されたことが特徴であった。

2 隅田川沿岸から始まった居住機能への土

地利用転換

（1）大川端リバーシティ 21 開発

再開発プロジェクトの推進は地権者の個別

の権利調整が伴うことから苦戦を強いられて

いたが、答申で提唱された大川端作戦を具現

化する計画として、石川島播磨重工業の造船

所跡地など、佃一丁目、新川二丁目の隅田川

を望む 28.7haの工場跡地を対象に、超高層

住宅をはじめ文化・商業施設、道路・橋梁、

公園・緑地、教育施設などを整備する「大川

端地区整備計画」を 1984 年にまとめ、一連の

都市計画として定めることができた。

本地区の再開発の実現は、隅田川沿岸に立

地していた倉庫や工場を営んできた企業が、

1980 年ごろから高度成長に伴う経済効率の

観点や、高速道路網の整備により郊外や地方

都市への移転を始めたことが背景としてあっ

た。区は跡地を取得した日本住宅公団（現在

の UR都市機構、以下「公団」）や三井不動産

などの官民のディベロッパーと連携しなが

ら、良好で活力に満ちた居住環境にするため

に公共・公益施設の整備について調整しなが

ら、土地の高度利用・複合利用を図る再開発

を推進した。この取組みは本区のまちづくり

における礎の一つとなり、この先に続く日本

橋箱崎町や日本橋浜町、晴海における市街地

再開発事業への取り組みにつながっていっ

た。

大川端リバーシティの再開発は 1986 年か

ら 1999 年にかけて行われ、公的住宅も含め

4千戸弱の住宅を供給することができた。本

地区は、その後の東京のウォーターフロント

開発の先駆けとなり、新たな街並みを創り出
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した。

3 地上げ問題への対処

（1）「中央区市街地開発事業指導要綱」の制

定

一方で、80 年代に入ると、区内の居住地、

小売店舗や作業場を兼ねた併用住宅などに対

して、第2ゾーンを中心に業務ビルへの用途

転換を狙いとした収益ビジネスである「底地

買い地上げ」が横行しはじめた。区内は、居

住者の追出しによる夜間人口の減少によって

銭湯や日用品店舗などの生活支援施設も減少

し、それが更なる人口減少を招くという悪循

環に陥っていた。民間で行われる不動産売買

に対し、行政は直接的な規制行為はできない

ため、苦慮の末、地上げの結果として建設さ

れるすべての開発ビルに対して住宅の建設を

求めた「中央区市街地開発事業指導要綱」の

制定を 1985 年に行った。当時は国政レベル

で民活の議論が盛んであり、それに逆行する

ような民間開発への規制に対し、国や東京都

との協議は難航したが、制定により行政指導

が可能になり、これまで開発によって失われ

続けてきた住宅の消失に歯止めをかけて、開

発後も従前の住民が住み続けることができる

ようになった。この要綱づくりの経験は、本

区と区民の利害を背負って独自の取組みを進

めていく大きな転機となった。

（2）まちづくり協議会の設置と地区計画の

導入検討

その後の取組みとして、区内の地域整備を

進めていくにあたり、区は居住や産業環境の

改善に向けて、地域の特性や住民の意向を確

認しながら、戦略的、重点的に面的な整備を

行う地区と、個別土地の更新によって段階

的、修復的に進めていく地区とを定めたまち

づくりの方針を、地域ごとに定めていくこと

とした。

具体的な進め方としては、地域ごとの住

民・地権者・商工業者の代表に対して、まち

づくりに関する意向を把握し、方針について

話し合う場を作ることとし、区内を 10 地区

に区分（その後、一部を分割して 13 地区と

なっている）して、1987 年より順次「まちづ

くり協議会」を発足させた。

図3 まちづくり協議会地区一覧

出典：中央区

まちづくりを具現化する手法として、本区

は 1980 年の都市計画法改正によって誕生し
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た地区計画制度に当初から着目し、地域の特

性や動向に応じた、弾力的で細やかな建築規

制を、基本的にはまちづくり協議会の区域毎

に面的に被せていくことを考えた。そこで、

各地区で地区計画の策定を目指した基礎的調

査を行いながら、まちづくり協議会において

地元との協議を進めていった。

4 晴海における住民が住み続けられる市街

地再開発事業への取組み

（1）晴海の地域特性と再開発の立ち上がり

最近は東京 2020 大会における選手村建設

地として注目されている晴海だが、本区の多

くが、江戸時代からの商人、職人の町として、

住商工が混在した複合市街地として形成され

てきた経緯を持つ一方で、ここは昭和時代に

入ってから埋め立てされた区南端の人工島で

ある。当初は港湾施設や倉庫群によって市街

地が形成されており、戦後に公団を中心とし

た中高層集合住宅が一部に立地するのみの、

他の町は様相の異なる街並みであった。その

ような土地利用であるので、地権者は法人と

港湾施設を管理する東京都とで占めている状

況であった。

80 年代の民間企業による都市再開発意欲

が高まる中、晴海では地元法人によって晴海

全体の再開発計画を作成していこうと、1984

年に地権者有志8社が集まって「晴海をよく

する会」が発足された。彼らは晴海全島

106haを対象にした「晴海アイランド計画」

を 1986 年に公表するなど積極的な活動を展

開した。その中において、特に再開発の事業

化の機運が高まっていた晴海一丁目における

約 10haのエリアが初段の市街地再開発事業

の対象となり、1989 年に事業計画案をまと

め、再開発準備組合が設立された。

（2）居住継続支援事業制度の活用による再

開発の推進

晴海一丁目地区の事業区域は、約半分を公

団の中高層住宅団地が占めていた。再開発に

よる団地の建替えに伴い、家賃が数倍に跳ね

上がることが想定され、企業主導の再開発事

業に対する団地住民との合意形成は、当初は

困難な状況にあった。

そこで、本区の判断により、1989 年に策定

した改定基本計画において「居住継続支援事

業制度（コミュニティ・ファンド）」を創設す

る構想を発表し、1990 年に市街地開発事業指

導要綱の改定によって具現化させた。本制度

によって、晴海一丁目地区市街地再開発事業

から開発協力金を負担させ、それをファンド

化することにより、再開発区域の従前居住者

が引き続き住み続けていくための家賃補助等

による支援が可能となった。それにより住民

から事業への不安が取り除かれることで、同

意を取り付けることができ、1992 年に当地区

の市街地再開発事業に関する都市計画決定を

行うことができた。

一方で 1991 年には、区が保有する、あるい

は借り上げた住宅及び施設を、再開発に伴う

区民や事業者等の仮移転の場や、市街地再開

発事業区域内の従前居住者用住宅として活用

できるよう「中央区立まちづくり支援用施設

条例」を策定した。これは建物の更新を促進

するためには、空き地や空き家が少ない本区

の場合に仮移転先を予め用意しておくことが

必要であったこともあるが、加えて、市街地
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した。

3 地上げ問題への対処

（1）「中央区市街地開発事業指導要綱」の制

定

一方で、80 年代に入ると、区内の居住地、

小売店舗や作業場を兼ねた併用住宅などに対

して、第2ゾーンを中心に業務ビルへの用途

転換を狙いとした収益ビジネスである「底地

買い地上げ」が横行しはじめた。区内は、居

住者の追出しによる夜間人口の減少によって

銭湯や日用品店舗などの生活支援施設も減少

し、それが更なる人口減少を招くという悪循

環に陥っていた。民間で行われる不動産売買

に対し、行政は直接的な規制行為はできない

ため、苦慮の末、地上げの結果として建設さ

れるすべての開発ビルに対して住宅の建設を

求めた「中央区市街地開発事業指導要綱」の

制定を 1985 年に行った。当時は国政レベル

で民活の議論が盛んであり、それに逆行する

ような民間開発への規制に対し、国や東京都

との協議は難航したが、制定により行政指導

が可能になり、これまで開発によって失われ

続けてきた住宅の消失に歯止めをかけて、開

発後も従前の住民が住み続けることができる

ようになった。この要綱づくりの経験は、本

区と区民の利害を背負って独自の取組みを進

めていく大きな転機となった。

（2）まちづくり協議会の設置と地区計画の

導入検討

その後の取組みとして、区内の地域整備を

進めていくにあたり、区は居住や産業環境の

改善に向けて、地域の特性や住民の意向を確

認しながら、戦略的、重点的に面的な整備を

行う地区と、個別土地の更新によって段階

的、修復的に進めていく地区とを定めたまち

づくりの方針を、地域ごとに定めていくこと

とした。

具体的な進め方としては、地域ごとの住

民・地権者・商工業者の代表に対して、まち

づくりに関する意向を把握し、方針について

話し合う場を作ることとし、区内を 10 地区

に区分（その後、一部を分割して 13 地区と

なっている）して、1987 年より順次「まちづ

くり協議会」を発足させた。

図3 まちづくり協議会地区一覧

出典：中央区

まちづくりを具現化する手法として、本区

は 1980 年の都市計画法改正によって誕生し
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再開発のような大規模な共同化事業におい

て、管理費や修繕積立金が大きな負担となる

年金暮らしのお年寄りに対し、権利変換する

床のうち数坪をそれぞれ供出してもらい、そ

れらの床を集めて借家人用の従前居住者用住

宅を整備し、それを区が借り上げることで、

高齢の地権者と借家人双方の居住継続が可能

となることも併せて企図したものであった。

これにより、月島や勝どきなど、戦前からの

長屋住宅が建ち残っていたエリアの市街地再

開発において、合意形成を進める上で大いに

効果が発揮された。

このように、本区は晴海一丁目地区での経

験を原資にして、組合あるいは公団（UR）が

実施する市街地再開発事業に対し、積極的に

地元地権者や住民への合意形成に対する支援

を行うことで、平成時代の 30 年の間に 27 地

区の市街地再開発事業を計画決定することが

できた。その結果として、市街地再開発事業

によりこれまで1万2千戸余りの住宅が区内

に供給されるとともに、本区の都心居住環境

の充実に大いに貢献しているところである。

（3）地元参加型の開発協議体制の構築

晴海であるが、一丁目地区の再開発事業が

「晴海アイランドトリトンスクエア」として

2001 年にまちびらきしたのを皮切りに、他の

丁目でも土地区画整理や市街地再開発によ

り、港湾機能から住機能を中心とした複合用

途への土地利用転換が着実に図られてきてい

る。本区の他のまちとは異なり、晴海は埋め

立てにより誕生した当初から敷地割が大き

く、そこで行われる開発は街区単位となって

いるために、自ずと計画される住宅は、都心

という立地特性から高層かつ大規模な集合住

宅となっていた。

このような状況の中で、地元からは、個別

開発に対して広域的見地からの建築ルールや

地域貢献が求められた。そこで、2005 年に東

京都と本区で「晴海まちづくりの考え方」を

定め、それに基づいて計画された開発計画に

ついて、地元の住民や企業で構成する「晴海

デザイン会議（後に「晴海デザイン協議会」

に改組）」によって更に深い議論を加えるこ

とが可能になるよう、開発者の協議ルールを

構築した。

晴海はまちづくり協議会における議論も活

発なエリアである。例えば、東京 2020 大会

の選手村の建設とその後利用が住宅として供

給されることが決まった際にも、それによっ

て現在の晴海の夜間人口が倍増することが見

えてきたことを受け、それを踏まえた晴海の

将来ビジョンを地元の住民及び企業の代表に

よって策定した。その後、まちづくり協議会

の部会として、そのビジョンに沿ったまちづ

くりを推進させていく議論の場を作り、地元

が主体的に個々の開発行為にコミットすると

ともに、ソフト的な取組みとして、晴海全体

のコミュニティ形成に向けた活動にもチャレ

ンジしているところである。

5 住宅への建替え誘導を目的とした地区計

画の策定

一方、晴海以外の本区の一般的な市街地の

敷地割は、基本的に江戸時代の町屋のスケー

ルが踏襲されており、そのベースの上に震災

復興や戦災復興による街路整備が行われてい

る。そのため、都市基盤は整っているもの
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の、個々の敷地規模は小さい。そのような状

況で復興直後からいち早く建物が立ち並んだ

ために、建物の老朽化はかねてからの課題と

なっていた一方で、度重なる法改正によって

既存不適格状態になっており、建て替えが困

難となっていた。そのため、違法な増築や用

途変更が頻発したり、地上げの横行による業

務ビル化を招いたりする状況となっていた。

（1）地域ごとの建築ルールとなる地区計画

の導入

これら本区の一般的な市街地においては、

前述のとおり、まちづくり協議会を活用して

地域ごとでの議論を勘案しながら、地域ごと

の建築ルールとなる地区計画の導入を検討し

ていたのだが、1993 年に、まずは地上げによ

る人口減少が著しかった第2ゾーンの約

370haのエリアを対象に、用途別容積型と呼

ばれる、住宅の用途に着目して容積率を緩和

するメニューを活用した地区計画の指定を

行った。これは国の協力により 1990 年の法

改正において追加いただいた誘導ツールを活

用させてもらったものだが、実効的には、建

築基準法の各種斜線制限によって、住宅建設

による容積率緩和の恩恵を受けられる物件

は、広幅員道路に接する規模の大きい敷地に

限られている状況であった。

地区計画を活用した住宅建設促進の決め手

になったのは、1995 年の法改正でメニューに

追加された街並み誘導型地区計画である。こ

れにより、地区計画に建物の高さと壁面位置

の制限等を定めることで、斜線制限や容積率

を緩和し、特定用途に着目した容積率緩和を

実効的に行うことが可能となり、地権者個別

の建替え行為に際しての法的なバリアを取り

除くことが可能となった。特に、課題となっ

ていた第3ゾーンにおける月島などの、路地

沿いに小規模な木造長屋が建ち並ぶ街区にお

いて住宅更新を促進できることが期待され

た。このメニューを活用して、地区計画を

1997 年から 2000 年にかけて、最終的には区

内の約8割の範囲に、まちづくり協議会の区

域毎に順次指定していった。時を同じくし

て、1954 年以来 42 年にわたって減り続けた

夜間人口が流入超過に転じたことは前述のと

おりであり、バブル崩壊による土地活用の正

常化にルール整備が間に合ったことは、その

後の勢いの良い人口回復に幾分か寄与できた

のではと考えている。

地区計画の指定後も、まちづくり協議会に

おける地域代表との議論は続いており、地域

の特性に合わせて、適時、細やかにルールの

追加や変更を行っている。良好な住環境を形

成していく観点の例では、商店街における1

階部分の店舗用途の義務化や、ワンルームマ

ンション等の建設を制限するための住戸規模

規制、総合設計制度を活用した建物の高さ規

制などを該当地区の地区計画に追記してい

る。また、第3ゾーンについては、当初、長

屋が建ち並ぶ路地は2項道路であり、それを

地区施設として指定していたのだが、建替え

の際には道路幅員を担保するために路地全体

の一団地認定をかけることが必要で合意形成

が難しく、使い勝手が悪かった。そこで、2

項道路の路地をすべて現況の幅員 2.7mの3

項道路へ指定替えをし、路地内の合意形成を

不要にして建替えを促進するための地区計画

変更も行った。
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再開発のような大規模な共同化事業におい

て、管理費や修繕積立金が大きな負担となる

年金暮らしのお年寄りに対し、権利変換する

床のうち数坪をそれぞれ供出してもらい、そ

れらの床を集めて借家人用の従前居住者用住

宅を整備し、それを区が借り上げることで、

高齢の地権者と借家人双方の居住継続が可能

となることも併せて企図したものであった。

これにより、月島や勝どきなど、戦前からの

長屋住宅が建ち残っていたエリアの市街地再

開発において、合意形成を進める上で大いに

効果が発揮された。

このように、本区は晴海一丁目地区での経

験を原資にして、組合あるいは公団（UR）が

実施する市街地再開発事業に対し、積極的に

地元地権者や住民への合意形成に対する支援

を行うことで、平成時代の 30 年の間に 27 地

区の市街地再開発事業を計画決定することが

できた。その結果として、市街地再開発事業

によりこれまで1万2千戸余りの住宅が区内

に供給されるとともに、本区の都心居住環境

の充実に大いに貢献しているところである。

（3）地元参加型の開発協議体制の構築

晴海であるが、一丁目地区の再開発事業が

「晴海アイランドトリトンスクエア」として

2001 年にまちびらきしたのを皮切りに、他の

丁目でも土地区画整理や市街地再開発によ

り、港湾機能から住機能を中心とした複合用

途への土地利用転換が着実に図られてきてい

る。本区の他のまちとは異なり、晴海は埋め

立てにより誕生した当初から敷地割が大き

く、そこで行われる開発は街区単位となって

いるために、自ずと計画される住宅は、都心

という立地特性から高層かつ大規模な集合住

宅となっていた。

このような状況の中で、地元からは、個別

開発に対して広域的見地からの建築ルールや

地域貢献が求められた。そこで、2005 年に東

京都と本区で「晴海まちづくりの考え方」を

定め、それに基づいて計画された開発計画に

ついて、地元の住民や企業で構成する「晴海

デザイン会議（後に「晴海デザイン協議会」

に改組）」によって更に深い議論を加えるこ

とが可能になるよう、開発者の協議ルールを

構築した。

晴海はまちづくり協議会における議論も活

発なエリアである。例えば、東京 2020 大会

の選手村の建設とその後利用が住宅として供

給されることが決まった際にも、それによっ

て現在の晴海の夜間人口が倍増することが見

えてきたことを受け、それを踏まえた晴海の

将来ビジョンを地元の住民及び企業の代表に

よって策定した。その後、まちづくり協議会

の部会として、そのビジョンに沿ったまちづ

くりを推進させていく議論の場を作り、地元

が主体的に個々の開発行為にコミットすると

ともに、ソフト的な取組みとして、晴海全体

のコミュニティ形成に向けた活動にもチャレ

ンジしているところである。

5 住宅への建替え誘導を目的とした地区計

画の策定

一方、晴海以外の本区の一般的な市街地の

敷地割は、基本的に江戸時代の町屋のスケー

ルが踏襲されており、そのベースの上に震災

復興や戦災復興による街路整備が行われてい

る。そのため、都市基盤は整っているもの
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6 人口回復後の地区計画一斉改定と今後の

本区のまちづくり

本区の夜間人口が増加に転じてから 20 年

がたち、7万2千人まで落ち込んだ人口は、

昨今、倍以上の 16 万人を超えるところまで

回復しており、人口推計では 20 万人を超え

る見通しが立つほどの状況に至っている。そ

こで本区としては、用途別容積型地区計画に

よる住宅用途の誘導を企図した容積率緩和

は、その使命を終えたと判断し、本年（2019

年）7月に全地区の地区計画の一斉改定を

行った。今後は、本区に住み、働く人々の生

活環境を向上させることをまちづくりの大き

な目標に据え、その考え方に則した建築計画

へのインセンティブを与えることとした。具

体的には、まちに潤いをもたらす飲食店・店

舗などの生活利便施設や保育所・診療所など

の公益施設、文化交流施設、公共的屋外空間

を整備する場合、開発需要が高まっているホ

テル計画に際し、まちに賑わいをもたらす施

設や一定規模以上の客室を整備する場合につ

いて、容積率を緩和することとした。

今後も、まちづくり協議会など町方との議

論の場を活用し、区内の住民・法人の意向や

社会情勢の動向を注視しながら、地域毎の建

築ルールである地区計画を適時見直しつつ運

用していくとともに、面的な都市基盤や公共

公益施設の整備も併せて行うことができる市

街地再開発事業を、地権者・住民の想いに寄

り添いながら必要に応じて推進し、「住み続

け、働き続けることができるまちづくり」を

継続させていきたいと考えている。
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